
死亡した方の準確定申告をする場合の記載例②  
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○ 記載手順については、この記載例で示している「平成 29 年分 所得税及び復興特別所得税の確定
申告の手引き 確定申告書 B 用」の該当ページを参照してください。 

 

◎ 申告書は複写式になっています。申告書第一表と第二表を折りたたんだまま記入せず、広げるか、中央のミシン線で切り離 

してから、黒いインクのボールペンで、強く記入します。 

◎ 2 枚目は複写式の控えになっていますが、取り外して使用しても差し支えありません。申告書を提出するときは、2 枚目は 

取り外してください。 

● マス目に数字を記入する場合は、記入例①にならって、マス目の中に丁寧に記入してください。 

● 1 億円以上の金額がある場合は、記入例②にならって記入してください。 

● 訂正する場合は、記入例③にならって、訂正する文字を二重線で抹消し、上の欄などの余白に適宜記入してください。 

 

 
申告をする必要のある所得が事業所得のみの方が 
死亡した場合 

(相続人や包括受遺者が２人以上で、代表者の指定なし) 

手順１ 
５ページ 

参照 

手順２ 
６ページ 

参照 

手順３ 
１１ページ 

参照 

手順４ 
１９ページ 

参照 

手順５ 
２３ページ 

参照 

 
該当する事項

がある方のみ

記入します。 

【第一表】 

種類欄の該当す

る項目の文字を

○で囲みます。 

(５ページ参照） 

「準確定」と記

入します。 

○黒字の場合… 

100 円未満の端数を

切り捨てた金額（黒

字の金額が 100円未

満の場合は「０」）

を記入します。 

 

○赤字の場合… 

金額の頭に「△」又

は「－」をつけてそ

のままの金額を記

入します。 

明治・・「1」 

大正・・「2」 

昭和・・「3」 

平成・・「4」 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/index.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/index.htm
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手順１ 
５ページ 

参照 

手順３ 
１１ページ 

参照 

「準」の文字を書き足し

します。 

控除対象配偶者や扶養親族などのマイナンバー

（個人番号）も記入する必要があります。 

【第二表】 

◎ 給与所得者や公的年金等の雑所得のある方は、支払者から受領した「給与所得の源泉徴収票（原本）」や「公 

的年金等の源泉徴収票（原本）」を添付書類台紙に貼って提出しなければなりません。 

◎ 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている方は、総収入金額及び必要経費の内訳を記 

載した「青色申告決算書」や「収支内訳書」を申告書と一緒に提出しなければなりません。 

【ご注意】 

※ 記載例中における社会保険料の金額は、実際の金額とは異なります。 

平成 29年１月２日以降、平成 30年１月１日までの
間に死亡した方の平成30年度の住民税については、
納税の義務はありません。 
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国
税

国
税

国
税

○ 平成 29 年分準確定申告に当たっては、①全ての相続人等の個人番号の記入及び②全ての相続人等に係る本人確認書類の提
示又は写しの添付が必要です。 

 相続人等が１人の場合の個人番号の記入方法については、「死亡した方の平成 29 年分準確定申告をする場合の記載例①」を
参照してください。 

また、本人確認の詳細については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞」 

（http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm）をご覧ください。 
○ 申告書の控えを作成される場合は、その控えに相続人等の個人番号を記入していただく必要はありません。 
  なお、申告書の控えは複写式になっており、記入していただいた個人番号が控えに複写される場合がありますので、その控

えを使用する場合には、複写された個人番号をマスキングするなどの対応をお願いいたします。 

◆ 個人番号の記入等について 

全ての相続人や

包括受贈者の個

人番号を記入し

ます。 

○ この付表は、死亡した方の所得税及び復興特別所得税について相続人や包括受遺者（死亡した方から包括遺贈を受けている方 

をいいます。）が確定申告をするときに使用します。 

○ 死亡した方の所得税及び復興特別所得税について相続人等が提出する確定申告書とこの付表は、相続の開始があったことを 

知った日の翌日から起算して４か月を経過した日の前日（例えば、死亡した日が６月 20 日であるときは、10 月 20 日）ま 

でに提出してください。 

  なお、死亡した方の死亡した年の前年以前の年分の所得税及び復興特別所得税（その年１月 1 日から３月 15 日までに死亡し 

た場合のその前年分を除きます。）が無申告であったことにより提出する確定申告書と付表については、上の４か月の申告期間 

の特例の適用はありませんから、早めに提出してください。 

 ○ 相続人等が１人の場合には、付表の提出を省略して差し支えありません（「死亡した方の準確定申告をする場合の記載例①」 

を参照してください。）。 

 ○ 相続人等が２人以上いる場合には、一緒に申告してください。この場合、使用する確定申告書と付表は、それぞれ相続人等 

を通じて１枚で足ります。 

なお、あなたの個人番号を他の相続人等が閲覧できる状態になることを防止するために、他の相続人等と一緒に申告せず、 

他の相続人等とは別に確定申告書と付表を提出することも可能です。 

（参考）【死亡した者の平成 29 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表】 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2017/pdf/6/01.pdf
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2017/pdf/6/01.pdf
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※ 青色申告特別控除は、次により記入してください。 

 ⑴ 65 万円の青色申告特別控除……不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者（現金主義によ 

ることを選択している方を除きます。）で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記（一般的には複式簿 

記）の原則に従って記帳している方は、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限 

内に提出する確定申告書に添付する場合には、これらの所得を通じて最高 65 万円を控除することができま

す。 

 控除額は、この控除額を差し引く前の事業所得（社会保険診療報酬の所得計算の特例（租税特別措置法第 

26 条）の適用を受けた所得は除きます。）の黒字の金額と不動産所得の黒字の金額の合計額が、 

①65 万円以下である場合は…これらの黒字の金額の合計額 

②65 万円を超える場合は…65 万円 

※ 事業として行われない不動産の貸し付けによる不動産所得については、他に事業所得のある場合を除き、 

65 万円の青色申告特別控除は適用されません。 

 ⑵ 10 万円の青色申告特別控除……⑴の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者（⑴の控除を受けないこと 

を選択した青色申告者を含みます。）は、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高 10 万円を控除す 

ることができます。 

   控除額は、この控除額を差し引く前の事業所得（社会保険診療報酬の所得計算の特例（租税特別措置法第

26 条）の適用を受けた所得は除きます。）の黒字の金額と不動産所得の黒字の金額、山林所得の黒字の金額

の合計額が、 

①10 万円以下である場合は…これらの黒字の金額の合計額 

②10 万円を超える場合は…10 万円 

※ この記載例における青色申告者の貸借対照表の掲載は省略しています。 

※ ○23欄が赤字の方で、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」を必要経費に算入した場合には、それぞ 

れ次に掲げる区分に応じ次の金額を③欄に記入します。 
  この場合には、記入する金額の頭部に「○不」と表示してください。 
 １ 土地等を取得するために要した負債の利子の額が、不動産所得の赤字を超える場合・・・「０」 

 ２ 土地等を取得するために要した負債の利子の額が、不動産所得の赤字を超えない場合・・・その赤字のうち、 
その負債の利子の額に相当する金額を除いた赤字の金額 

（参考）【青色申告決算書（不動産所得用）】 


